
障害者就労施設等、障害者雇用努力企業及び母子・父子福祉団体からの物品等調達に関する取扱要領 新旧対照表 
新 旧 

障害者就労施設等、障害者雇用努力企業及び母子・父子福祉団体からの物品等調達に関する取扱要領 

（調達の公表手続き） 

第６条 要綱第９条第１項の規定に基づいて年間における発注見通しを公表する場合は、前年度の調達結果、

当該年度の調達見込等により策定する。 

２ 要綱第９条第２項の規定に基づいて契約の締結状況を公表する場合は、「契約締結状況一覧表」（別記第

８号様式）により行うものとする。 

 

 

    附 則 

  この要領は、平成１３年１２月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１７年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１７年７月１２日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１７年１０月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２６年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和２年１月１４日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和４年１月２１日から施行する。 

附 則 

障害者就労施設等、障害者雇用努力企業及び母子・父子福祉団体からの物品等調達に関する取扱要領 

（調達の公表手続き） 

第６条 要綱第８条第１項の規定に基づいて年間における発注見通しを公表する場合は、前年度の調達結果、

当該年度の調達見込等により策定する。 

２ 要綱第８条第２項の規定に基づいて契約の締結状況を公表する場合は、「契約締結状況一覧表」（別記第

８号様式）により行うものとする。 

 

 

    附 則 

  この要領は、平成１３年１２月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１７年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１７年７月１２日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１７年１０月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２６年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和２年１月１４日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和４年１月２１日から施行する。 

附 則 



 この要領は、令和４年１２月２１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和７年１月６日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和８年１月１３日から施行する。 

別記第１号様式～別記第３号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この要領は、令和４年１２月２１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和７年１月６日から施行する。 

       

                       

別記第１号様式～別記第３号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第４号様式 

 

障害者雇用努力企業認定申請書 

 

                                                                        年  月  日 

 

 岐 阜 県 知 事   様 

 

 

                    所 在 地 

 

                    会 社 名 

 

                                        代表者氏名                                       

 

 

障害者就労施設等、障害者雇用努力企業及び母子・父子福祉団体からの物品等調達に関する取扱要領

第３条第２項に基づき、次のとおり申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容については、事
実と相違ないことを宣誓します。 

 

 

① 

担 当 者 

 

 

 

 

 

(ア)本・支店名 
 

 

(イ)所在地・郵便番号 〒    － 

(ウ)部署・職・氏名 
 

 

(エ)ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ(   )  －   ・ＦＡＸ(   )  －   

(オ)メールアドレス  

 

② 

会社概要 

 

 

 

(カ)営業種目 
 

 

(キ)資本額・出資総額                           千円 

(ク)入札参加資格者番号 
 

    

③ 

登録物品 

又は役務 

物品・役務名（複数可） 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

  (1)定款（個人事業主は除く。） 

  (2)会社概要（パンフレット等） 

  (3)登録物品・役務概要（パンフレット・写真等） 

  (4)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し 

 ※手帳の写しの提出にあたっては、利用目的を明らかにしたうえで、ご本人の同意を得てくだ 

さい。 

別記第４号様式 

 

障害者雇用努力企業認定申請書 

 

                                                                        年  月  日 

 

 岐 阜 県 知 事   様 

 

 

                    所 在 地 

 

                    会 社 名 

 

                                        代表者氏名                                       

 

 

障害者就労施設等、障害者雇用努力企業及び母子・父子福祉団体からの物品等調達に関する取扱要領

第３条第２項に基づき、次のとおり申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容については、事
実と相違ないことを宣誓します。 

 

 

① 

担 当 者 

 

 

 

 

 

(ア)本・支店名 
 

 

(イ)所在地・郵便番号 〒    － 

(ウ)部署・職・氏名 
 

 

(エ)ＴＥＬ・ＦＡＸ ＴＥＬ(   )  －   ・ＦＡＸ(   )  －   

(オ)メールアドレス  

 

② 

会社概要 

 

 

 

(カ)営業種目 
 

 

(キ)資本額・出資総額                           千円 

(ク)入札参加資格者番号 
 

    

③ 

登録物品 

又は役務 

物品・役務名（複数可） 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

  (1)定款（個人事業主は除く。） 

  (2)会社概要（パンフレット等） 

  (3)登録物品・役務概要（パンフレット・写真等） 

  (4)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し 

 ※手帳の写しの提出にあたっては、利用目的を明らかにしたうえで、ご本人の同意を得てくだ 

さい。 



  (5)申請時に就業している場合…雇用保険被保険者資格取得時に公共職業安定所から交付される「雇 

                 用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」（公共職業安定所におい 

                て印字されたもの。）又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 

（事業主通知用）の写し 

   申請時に離職している場合…雇用保険被保険者資格喪失時に公共職業安定所から交付される「雇 

                用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」（公共職業安 

                               定所において印字されたもの｡)の写し 

  (6)県税の納税証明書（全ての県税に未納の徴収金がないことを証する書類） 

④障害者雇用実績計算書 

 

 

障害者雇用数
算 定 年 月       

(前年1月～12月) 

 

 

 

 

Ａ 

常用雇用労働者
数 

  ＋ 

（短時間労働者 

数×１／２） 

  

※１ 

 

Ｂ 

Ａの4%の数 

Ａ×４％ 

 

小数点以下の端

数については、下

記※２による。 

 

障 害 者 の 雇 用 状 況              

常用 短時間 
特定 

短時間 

 

Ｈ  

合計 

(Ｃ×２＋Ｄ＋Ｅ
＋1/2Ｆ＋1/2G) 

 

 

Ｃ 

重度の身体・知的 

障害者数 

 

Ｄ 

Ｃ以外の身体・知 

的・精神障害者数 

 

Ｅ 

重度の身体・知的 

障害者・精神障害
者数 

 

Ｆ 

Ｅ以外の身体・知 

的障害者数 

 

Ｇ 

重度の身体・知的 

障害者・精神障害
者数 

 

   年 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

  １月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ５月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ６月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ７月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ８月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ９月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１１月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

合   計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  (5)申請時に就業している場合…雇用保険被保険者資格取得時に公共職業安定所から交付される「雇 

                 用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」（公共職業安定所におい 

                て印字されたもの。）又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 

（事業主通知用）の写し 

   申請時に離職している場合…雇用保険被保険者資格喪失時に公共職業安定所から交付される「雇 

                用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」（公共職業安 

                               定所において印字されたもの｡)の写し 

  (6)県税の納税証明書（全ての県税に未納の徴収金がないことを証する書類） 

④障害者雇用実績計算書 

 

 

障害者雇用数
算 定 年 月       

(前年1月～12月) 

 

 

 

 

Ａ 

常用雇用労働者
数 

  ＋ 

（短時間労働者 

数×１／２） 

  

※１ 

 

Ｂ 

Ａの4%の数 

Ａ×４％ 

 

小数点以下の端

数については、下

記※２による。 

 

障 害 者 の 雇 用 状 況              

常 用 短時間 
 

Ｇ  

合計 

(Ｃ×２＋Ｄ＋Ｅ＋ 

 1/2Ｆ     ) 

 

 

Ｃ 

重度の身体・知的 

障害者数 

 

Ｄ 

Ｃ以外の身体・知 

的・精神障害者数 

 

Ｅ 

重度の身体・知的 

障害者         

 数 

 

Ｆ 

Ｅ以外の身体・知 

的・精神障害者数 

 

   年 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

  １月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ５月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ７月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ８月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ９月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ＜備 考＞ 

  ・常用雇用労働者とは…「雇用期間の定めがなく雇用されている労働者」及び「一定の雇用期間を定めて雇用されている 

労働者であって、雇用期間が反復更新され、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は雇入れ 

の時から１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者」。 

・短時間労働者とは…１週間の所定労働時間が当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の１週間の所定労働時間と比 

べて短く、かつ 20 時間以上 30 時間未満である常用雇用労働者。 

・特定短時間労働者とは…１週間の所定労働時間が当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の１週間の所定労働時間 

と比べて短く、かつ 10 時間以上 20 時間未満である常用雇用労働者。 

 ※１ 除外率が適用される事業所においては枠内の上段に常用雇用労働者数＋短時間労働者数×１／２を記載し、下段に除 

外率相当常用雇用者数を控除した数を記載してください。 

 ※２ 全常用雇用労働者数２５人未満の企業または全常用雇用労働者数が４０人以上４９．５人以下の企業において、そ 

の数に１人未満の端数がある場合は、端数を切り上げる。全常用雇用労働者数が２５人以上４０人未満の企業または全常 

用雇用労働者数が４９．５人を超える企業において、その数に１人未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。 

  ・重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれの１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は知的障害者を 

雇用しているものとみなされます。 

  ・短時間労働者のうち、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者については、それぞれ１人の身体障害者、知的 

障害者又は精神障害者を雇用しているものとみなされます。なお、身体障害者及び知的障害者は、0.5 人とみなします。 

・特定短時間労働者のうち、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者については、それぞれ 0.5 人の身体障害者、 

知的障害者又は精神障害者を雇用しているものとみなされます。 

 

※本申請書及び添付資料の個人情報については、審査・認定業務等のために使用し、岐阜県個人情報保護

条例に基づき、適正に管理いたします。 

 

 

 

別記第５号様式～別記第８号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜備 考＞ 

  ・常用雇用労働者とは…「雇用期間の定めがなく雇用されている労働者」及び「一定の雇用期間を定めて雇用されている 

労働者であって、雇用期間が反復更新され、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は雇入れ 

の時から１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者」。 

・短時間労働者とは…１週間の所定労働時間が当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の１週間の所定労働時間と比 

べて短く、かつ 20 時間以上 30 時間未満である常用雇用労働者。 

・                                                      

                                 

 ※１ 除外率が適用される事業所においては枠内の上段に常用雇用労働者数＋短時間労働者数×１／２を記載し、下段に除 

外率相当常用雇用者数を控除した数を記載してください。 

 ※２ 全常用雇用労働者数２５人未満の企業または全常用雇用労働者数が４０人以上４９．５人以下の企業において、そ 

の数に１人未満の端数がある場合は、端数を切り上げる。全常用雇用労働者数が２５人以上４０人未満の企業または全常 

用雇用労働者数が４９．５人を超える企業において、その数に１人未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。 

  ・重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれの１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は知的障害者を 

雇用しているものとみなされます。 

 ・短時間労働者は、重度身体障害者又は重度知的障害者       については、それぞれ１人の身体障害者又は知的 

障害者        を雇用しているものとみなされます。なお、身体障害者、知的障害者、精神障害者のうち短時間 

労働者は、0.5 人とみなします。 

 ・                                                      

                                

 

※本申請書及び添付資料の個人情報については、審査・認定業務等のために使用し、岐阜県個人情報保護

条例に基づき、適正に管理いたします。 

 

 

 

別記第５号様式～別記第８号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


